
1111 

砂防事業に関する費用便益分析について(3)

64号では

1. B/Cと費用便益分析

2. 防災事業の特性

3.土石流対策事業の評価

4.費用便益分析の内容

について、 (2)67号では

5.被害軽減効果便益の期待値化

6.土砂災害の被害想定

7.貨幣価値のない便益について

を述べました。

前回予告したとおり、今回は通算第 8章として

「砂防事業評価におけるCVM実施事例」について述

べます。この章は、平成11年度、建設省中部地方建

設局沼津工事事務所から委託を受けた調査結果を紹

介するものです。

8.砂防事業評価におけるCVM実施事例

8-l.C VM 

8-l -l C VMとは

CVMとは，評価対象となる事業のもたらす効果

に対して，受益者が対価として支払ってもよい

と考える金額の合計値をもって評価する手法で

ある。

•砂防事業は、通常、公的支出によって行われる

ため、受益者は無償で便益を享受することがで

きる。

・ CVMは、砂防事業がもたらす効果を、仮に有償

でなければ享受できないと設定した上で、受益

者の支払意志額の合計値を求め、これをもって

プロジェクトの価値を評価するものである。

・従ってCVMのポイントは①受益者の把握、②受

益者の平均的な支払意志額の把握、の2点にある。

＊ （財）砂防・地すべり技術センター砂防部次長
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図— l CVMによる評価の基本的考え方

8-1-2. C VMの一般的手順

(l) CVMの全体構成

通常、 CVMは「予備調査」、「本調査」の2段

階で実施される。

CVMはアンケート調査票の設計が非常に重要で

あり、予備調査を行って調査票の記述内容に検討を

加え、必要な修正を行った上で本調査を実施するこ

とが必要である。

I 
①計測対象とする

I 効果と範囲の設定

②予備鯛査 、I、 、I,

(a.)サンプリング I I (b.)アン作ケ成ート調査票の 1 
| | 

↓ 

I (c.)配布・回収・分析 I 
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図—2 CVMの流れ
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(2) CVMに伴う作業

①計測対象とする効果と範囲の設定

CVMを実施する際には、計測の対象とする効果

と範囲を明確にする必要がある。本調査では、土石

流対策事業における安心感向上効果についてCVM

で計測することとしている。

調査範囲については、水系砂防事業・河川事業の

効果とダブルカウントになることを防ぐため、流域

内の市町村を最小限度で設定することとした。

1．計測対象事業の効果の及ぶ範囲の設定

・ 参考表ー 1参照

修善寺町、天城湯ヶ島町、中伊豆町

2.同様な他の事業の効果との重複が考えられる地域の排除

・ダブルカウントを防ぐ

修善寺町、天城湯ヶ島町、中伊豆町

3．その他特殊要因の加味

・ 人口集中地域の編入

・地域特性が異なる地域の編入等

修善寺町、天城湯ヶ島町、中伊豆町

※ 3.による編入は、その理由と地域を明示し、将来の（他事
業等の）計測に際して考慮すること．

参考表ー 1: CVMによる計測対象効果項目

対象事業
内容

らD被害の軽減に対すな別長

図3 計測対象範囲の設定手順

②予備調査

a.サンプリング

予備調査の主目的は、説明資料・調査票の妥当

性を検証することにあるので、サンプル数は少な

くてもよいが、調査票のわかりづらい点などにつ

いて回答者の意見を十分に聞くことができなけれ

ばならない。

b.説明資料・調査票（予備調査用）の作成

予備調査によって、説明資料・調査票のわかり

やすさの検証、そして、本調査における提示金額

の設定を行う。
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ア．説明資料

被験者が、どのような事業に対して費用を負

担すると仮定しているか、完全に理解した上で、

質問に回答せねばならない。そこで、事業の概

要をわかりやすく説明した資料を、必要に応じ

て写真・図版などを活用した上で作成する。

イ．調査票一支払意志額一

被験者に、評価対象事業の費用を自ら負担す

ると仮定させ、支払意志額を問う。

予備調査では、回答額の見当がつかないため、

自由回答方式とする。

ゥ．調査票一判断理由一

負担金に対して賛同する・しないにかかわら

ず、すべての被験者に判断理由を問い、「意気

の高揚」などによるバイアスを排除する。

工．調査票ーその他一

予備調査では、説明資料、調査票のわかりに

くい点についても質問し、本調査で改善するこ

ととする。

C. 配布・回収・分析

予備調査の目的は、調査票の妥当性を

検証することであるため、調査票のわか

りやすさなどについて十分に意見を聞く

必要がある。よって、郵送配布＝訪問回

収方式を用いることが望ましい。

③本調査

a.説明資料・調査票（本調査用）の作成

予備調査の結果を受け、説明資料並び

に調査票を改善・作成する。改善のポイ

ントとしては、以下の2点があげられる。

ア．説明資料・設問の改善

被験者がわかりにくいと感じた点について、

よりわかりやすい形に改める。

ィ．提示額の設定

本調査では、回答者の答えやすさ等に留意し、

提示額に対する同意・拒否 (Yes-No) を尋ね

るものとする。その際、限られた対象者から、

より多くの情報を得るため、支払意志額を2段

階2項方式で問う。提示額については、予備調

査の結果から判断し、最初に提示する金額を 6

段階設定する。
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ゥ．支払方法の設定 C. 配布・回収

主な支払方法としては、負担金、税金、寄付

金が挙げられる。しかし、急傾斜地崩壊対策事

業では実際に負担金という制度が存在してい

る。また、税金という聞き方は、我が国では特

定目的での金銭の徴収は一般的でなく、抵抗回

答（表4参照）を招きやすい。よって、砂防事

業の効果を計測するにあたっては、寄付金とい

う形式で支払意志額を尋ねるほうが望ましい。

エ．支払期間の設定

本調査は、訪問面接方式によって行う。郵送配

布・回収方式では、事業内容について十分な説明

ができないため、 CVMでは望ましくない。

④分析

支払意志額を算定する上で、支払期間の設定

が、結果を大きく左右するため、支払期間の設

定は重要である。

b.サンプリング

対象地域に居住する枇帯主を、住民基本台帳を

用いて無作為抽出する。

今屈の調査では、 300件の有効回答を目標とし

ている。 300件の有効回答が得られた場合、 2段階

2項方式で、 1匝目の提示額を 6段階設定すれば、

1提示額あたり 150件の同意・拒否の情報が得られ

る。 CVMでは一般に、 1提示額あたり、約100件

程度の有効回答が得られれば十分とされており、

この条件を満たすため、 300件とした。ただし、

有効回答数を300件を上回ることを目標とするた

め、対象地域全体で360件程度の袖出を行う。

対象地域が広範にわたる場合、対象地域の中か

ら、対象地域全体を代表する調査実施区域を選定

した上で、対象者を抽出する。

R 
R 
c 
⑪ 

R 

a.異常データの排除

正確な支払意志額を算定するために、被験者の

回答に矛盾・問題がみられる場合は、それを排除

する必要がある。異常データは表-1の4種があげ

られる。

b.賛同率曲線の推定

1人の同答データ（第1回提示額をDnとする）か

ら、 Dn-1、Dn、Dn+lの3つの金額に対する回答件数

を得ることができる（異常データを除く）。

＜全ての回答パターン(R~Rと得られるデータ＞

閥査から直接得られるデータ 結果解釈から得られるデータ

Dn: yes, Dn+1: yes, → Dn-1: yes, 

Dn: yes, Dn+l: no, → Dn-1: yes, 

Dn:no, Dn-1: yes, → Dn+1: no, 

Dn:no, Dn-1: no, → Dn+1: no, 

Dn：拒否

L1 合計↓3通り
(Dn-1,Dn、Dn+1)

表-1：異常データの種別と排除の方法

種別 概 要 排除方法

・事業の価値そのものを評価するのではなくその •寄付金に「賛同する」理由として「みんなが寄

意気の高揚 他の要因で賛同または反対している回答。 付をすることに意義を感じる」を挙げた回答を

排除

無理解
・事業の内容や設問の意味を理解しないまま、な •寄付金に「賛同しない」理由として「事業の説

んとなく「賛同する」を選択している回答 明が理解できない」を挙げた回答を排除

•この種の調査に対して反対意思を表明する手段 •寄付金に「賛同しない」理由として「このよう

抵抗回答
として I賛同しない」を選択していると考えら な事業は国や自治体がこれまでに徴収した税金

れる回答 の範囲内で実施すべきである」を挙げた回答を

排除

・負担金に「賛同しない」理由が事業への無関心 •寄付金に「賛同しない」理由として「関心がな

無関心 にあると考えられる厠答 い」、「理由は言いたくない」を挙げた回答を排

除
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表-2 賛同率計算の基礎データ例

第1回 1 上t；否 I 第2回
提示額（円） 中段 ：実質的反対提示額（円）

下段：同意

因Dol= 
区

四
D. 

D. 

D.*1 

D“' 茫

二注）賛同寧計算にて

□分母となる数伯

分子となる数値

（年平均支払意志額（現在価値））＝

1001' 

80% 

姻

“

（
ま
）叫
匝
稟

20% 

ミ （平均支払意志額）

iョ (Hr)i

n 

d円の支払いを拒

否する回答の割合

0% 

゜a
 

b
 

C d 

支払意志額（円）
e
 

g
 

図4 ：賛同率曲線の例

上記の様にして計算した賛同率を用い、横軸に提示額、縦軸に賛同率をとった賛同率曲線を

描く。平均支払意志額は、次ページ図-4の斜線部の面積（面積積分）で計算される。

これらのデータを用い、平均支払意志額を算定

するため、賛同率曲線を推定する。表-2中の提示

額Dn円に対する黄同率は、

Y,,.+ Y,,+ Y,.,+ Yi.,+1 

N2"―'+Y2.n-，十ふ＋Rn+Y2,＋N2，ぃ十Y2い 1

で計算される。分子は、第1回提示額がD..,、D.、

Dm1円であったもののうち、D"円に抒同する、 ある

いは抒同すると解釈される回答すべてを合計してい

る。分母は、第1回提示額がDか 1、Dn、Dn.，円であっ

た有効回答すべてと、D"円に対する実質的反対回答

を合計している。

（他の第 1回提示額に対する実質的反対回答： Rか 1、

Rm1は、賛同率を求める際の分母には含まない）

上記の様にして計算した賛同率を用い、横軸に提

示額、縦軸に賛同率をとった賛同率曲線を描く。平

均支払意志額は、図-4の斜線部の面和（面積積分）

で計算される。

c.年平均支払意志額の算出

平均支払意志額は、現時点での評価であるため、

割引率 (4%）を用いて、支払期間中各年の支払

意志額を現在価値化 し、年平均支払意志額（現在

価値）を求める。

d.便益の算定

求めた年平均支払意志額に対象世帯数を乗じ、

総支払意志額（＝便益）を算定する。

（総支払意志額）＝（年平均支払意志額（現在価値））

x（世帯数）x（支払期間）

8-3具体的手順と計測結果

8-3-1．計測対象事業・効果

沼津工事事務所における 「狩野川土石流災害防止

事業（仮称）」の安心感向上効果について計測する

こととした。対象者に説明した事業内容は以下の通

り（本調査の説明査料より）。

●狩野川の上流域では、自然的な条件により、山
-．→． 

地や森林の荒廃が進んでおり 、大批の不安定な

土砂をかかえ下流に流出させている渓流が数多

ふしており 、例えば、昭和33年の狩野川台

風により、流域の渓流のいたる所で土石流が発

生し、大きな災害が引き起こされました。最近

では、小鳥沢のように砂防ダムの効果が発挿さ

れている箇所もありますが、依然として狩野川

流域内には197箇所の土石流災害危険渓流区域が

存在しています。

● そして、これらの不安定な土砂を放置しておく

と、狩野川の河床が上昇し、土砂や洪水の氾濫

を助長させ、流域の修善寺町、中伊豆町、天城

湯ヶ島町等で土砂災害を引き起こす可能性が非
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雹なります。

●現在、狩野川の上流域において、「狩野川土石流

災害防止事業（仮称）」注）が計画されています。

●事業が完成すれば、狩野川の上流域において、

土石流の発生等の山地森林の荒廃が防がれ、今

後100年間は、修善寺町、中伊豆町、天城湯ヶ島

町等流域の町村における土砂の流出に伴う被害

が軽減されることが期待されます。

●この事業により、狩野川の上流域の197の土石流

危険渓流において砂防ダム等の施設が整備され

ます。

●一方、この事業が実施されない場合は、危険箇

所付近にお住まいの方々の資産や人命に被害が

生じるおそれがあります。

注）事業名は仮称であることは明記されているが、

CVMアンケートは仮想で聞くことができるた

め実際に行っている事業である必要はない。

8-3-2．計測対象地域

安心感向上効果の対象地域は、図-5に示す通り。

また、対象地域内各市町村の泄帯数は表-3に示す通

りである。

対象地域の設定にあたっては、水系砂防事業の効

果をCVMで計測する場合とのダブルカウント（重

複計測）を防ぐ必要がある。また、費用便益分析に

おいて安全側で計測するため、流域内の市町村を最

小限度で設定することとした。なお、逆に水系砂防

事業の効果をCVMで計測する場合は、今回対象地

域は除外する必要がある。

具体的には、狩野川流域では、「狩野川流域で同

様の調査を行った場合に璽複が考えられる地域は除

く」、「土石流対策事業の効果の及ぶ範囲とする」と

の考えに基づき、砂防基準点上流の修善寺町、中伊

豆町、天城湯ヶ島町を対象地域とした。

表—3 ：調査対象地域の世帯数

計測効果 調査 市町村名 冊帯数（世帯） 回収目標件数

安心感の 実施
修善寺町 5,671 160 

向上 地域
中伊豆町 2,407 70 

天城湯ヶ島町 2,478 70 

合計 10,556 300 
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図5:調査対象区域

8-3-3．予備調査

(l)サンプリング

〇 砂防施設
（砂防ダム等）

ーー一対象事業地域

遍鬱調査対象地域

同時期に同様調査票を用いたCVM調査を予定し

ている他地域の市内の10町内会の会長・役員を予備

調査の対象とした。予備調査の対象者については、

「対象者数は少なくても問題ないが、対象者が調査

内容を十分に理解した上で、調査票の評価並びに支

払意思額を回答してもらうことが重要である」との

委員会の判断を受けて選定したものであり、委員会

の了承を得ている。また、同様の理由から予備調査

は訪問面接方式で行うことが望ましく、こうした調

査への理解が得やすい町内会長・役員等とした。

なお、本調査での支払意志額を設定するため、対

象者には町内会長・役員個人としての支払意志額の

みだけでなく、町民等全体の傾向・意見などについ

ても考慮していただいた。

(2)対象事業・対象効果

「急傾斜地崩壊対策事業（仮称）」における安心感

向上効果、並びに他の直轄工事事務所管内の「水系砂

防計画（仮称）」における山地森林保全効果とした。各

事業とも、効果は100年にわたって及ぶとした。
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(3)支払い意志額 ③その他（調査票のわかりやすさなど）

支払意志額は自由回答方式とした。支払いは、寄付

金という形式を用い、支払期間は今後10年間とした。

アンケート作成当初は、効果の及ぶ期間を100年とし

ているので、支払期間も 100年間とするとことを考え

られた。しかし、「100年間という支払期間は、対象

者にとって仮想的に判断することが難しい （人間の

寿命等を考慮）。判断しやすい期間に設定する」 との

委貝会の判断より IO年間という支払期間を設定した。

危険箇所、危険渓流 ・危険区域指定の認知度、事

業の認知度について質問した。また、アンケートの

わかりやすさについて妥当性を検証した。

(4)予備調査結果

予備調査の結果、効果の及ぶ期間は100年、支払期

間は10年で妥当ということが検証された。また、提示

額は500円から50,000円の間で設定することとした。

予備調査の結果をふまえ、表-5のよう に本調査を

変更することにした。

設問

有効回答数

支払意志額

（寄付額）

表4 ：予備調査の結果

安心感の向上効果

9件

平均毎月約1,020円

（人）＇

0 100 250 500 833 1,000 5,000 

（円／月）

山地森林保全効果

8件

平均毎月約2,520円

（人

100 300 500 2,000 5,000 10,000 

250 （円／月）

茂同理由 •この事業には寄付に値するほどの社 1 •この事業には寄付に値するほどの社
会的意義がある 6件 会的意義がある 8件

賛同しない理由

• この事業には寄付に値するほど自分

や家族にメリットがある 1件

• その他 1件

• このような事業は、国や自治体がこれ

まで徴収した税金の範囲内で実施す
べきである 1件

「危険箇所」指定のI• 知っている 8件
認知度 ・間いたことがある 1件

「危険渓流区域」指

定の認知度

急傾斜地崩壊対策事業について

自宅近隣の対策状況の ・ 知っている 8•件―
認知度 ・聞いたことがある 1件

自宅近隣の急傾斜地 ・ほとんど気にしていない 5件

崩壊による影響 ・不安がある 4件

説明資料・調査票のわかりやすさについて

事業の効果について 1 • わかりやすい 8件

効果がおよぶ100年間 1：に謬言、1:牛

という期間について • わかりにくい 2件

寄付金という想定 1 ：に？ば、 3件

• わかりにくい 5件

•その他 1件

闊王品‘う寄付金の支 1: ：円盟
・短い 2件

• わかりやすい 7件
• わかりにくい 1件

• わかりやすい 5件

• わかりにくい 3件

• わかりやすい 3件

・わかりにくい 5件

・適当 3件

• 長い 3件
・短い 2件
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事業の

表 5:本調査での対応

主な予傭晶査結果

〇全般として由っかりやすい

疇者の意識が高かったことも要因）

本調査での対応

●「100螂ヽm穴事業を癖討る」との調鰤移かった 1吋改を暉靴

Oただし、「効果が 100年間涜く」ことについては理解で

きる意見が多かった

説明 1．業費を記杞rべき →質問があった場合、事業費総額を回

答する

•~with-without はもっと硼確にすべき（特に山地l →坦効明確となるよう図などを工夫
森林のwithoutの説明）

〇行政部署名を記岱すべき

※仮想的な質問には答えられない (1件； 無効票とした）

口（世帯）の意認反映できるので約金がよいとい1→個人の支払い意思を尋ねる調査主旨から

う意見と対象者の立場上、ある程度強制力が必要との意見寄付金とする

があった

・国、県と住民の負担割合などが気になるとの意見があっ→質問があった場合、寄付金のみで事業を

た 実施すると回答する

支払い
●支払い単位は、払う側とすれば少額となる「月単位lが→支払い単位は年単位とする

形式 1よいが、この場合は事業む醗した値付げではなく、自由

になる金緬から判断してしまうことになる

提の・

…⑰鱈臼n荻あるため、「月単仰でぱ華砂真1→同上

剣さが薄れる

●翅虞間は 10畔渡礫当であるが、特に期間は必要I→安心飼上効果、血邸甜効果ともに 10

ないとの意見もあった（特に血眠僻木保全効患双場合） 年とする

鯨澤趾 0咽，000円／年 →祁艮を500円／鋲

平均 約12,000円／年 1且限を50,000円／年と霙

ただし、菊農に寄付を徴収するなら 500~1,000円／年

醸との回答が多かった

霙 I●暉隣林保全 1以)()~120,000円／年 1→同上

そ叫也 I

平均 約30,000円／年

ただし、安L感向上との比佼では対象者によって金額の

大小は異なっている

鯨 場詢上の額中の「細難噂側の蒻疇喝葬疇

りにくい (「withoutの場合でも補償される」）

●事業箇所数の大小は回答金額にほとん邑阻欝しないおそ→記岱を明確化

れがある

●そq也
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→賛否理由の再検討、認知度選択肢の再検

討、



5-3-4．本調査

(l)サンプリング

まず、平成 9年3月31日時点の住民基本台帳に基

き注）、調査対象地域の世帯数に比例して各市町村

にサンプリング数を配分した。次に、各市町村の平

成11年1月現在の住民基本台帳より無作為抽出 （層

化2段階抽出法）を行った。

注）自治省行政局「住民基本台帳人口要覧平成9年

版」を用いた

(2)支払い意志額

支払意志額は2段階2項方式とした。第1回提示額

は、 500、1,000、2,000、5,000、10,000、20,000円。

第2回提示額は、第1回提示額に応じて、200、500、

1,000、2,000、5,000、10,000、20,000、50,000円と

した。

第1回提示額 第2回提示額

200 
/ 

500 0/；15こ
2,000ン< 2,000

5,000ン｝5，000 

10,000ン）10,000

```JJ,.. 20,000̀ 、` 20,000

``̀` ̀ J`J,.. 50,000 

図—6: 第1 回提示額、 第2回提示額の関係

（円）

なお、以下のケースについては異常データ（表4

参照）として排除した。

a.寄付に校同する場合

寄付に賛同する理由が、「みんなが寄付をする

ことに意義を感じる」との回答については、 「意

気の高錫」によるバイアスが存在するため、その

支払意志額を異常データとして排除した。

b.寄付を拒否した場合

寄付を拒否する理由によって、以下のようなバ

イアスが存在する。

・「事業の説明が理解できない」との回答につ

いては、「無理解」によるバイアスが存在す

る。
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・ 「このような事業は国や自治体がこれまでに

徴収した税金の範囲内で実施すべきである」

との回答については、「抵抗回答」によるバ

イアスが存在する。

・「関心がない」または「理由は言いたくない」

との回答については、「無関心」によるバイ

アスが存在する。

(3)調奎方法

本調査は、訪問面接方式によって実施することと

した。

(4)本調査結果

①概要

本調査は、平成11年2月20日より 3月9日にかけて

実施した。

回収数については、表-6の通り 。

②結果

全300件から異常データ（表4参照）を排除した

結果、有効回答数は100件 (33%）となった。

表6 ：本調査回収状況

計測効果 市町村名
回収目様 回収件数

回収率
件数

安心感の
修苔寺町 160 160 100% 

向上
天城湯ヶ島 70 70 l函
中伊豆町 10 70 l°°' 

合計 300 300 l鴎

有効回答数がこのように少なかった理由は、異常デ

ータとして排除される回答が予想以上に多かったた

めである。特に、78件 (26%）の回答が「このよう

な事業は国や自治体がこれまでに徴収した税金の範

囲内で実施すべきである」という理由で寄付金の支

払いを拒否しており 、「抵抗回答」によるバイアス

が存在するとして排除されている。

詳細については、表-7、表-8を参照のこと。

SABO vol. 70 July.2001 57 



1111 

表—7 ：単純集計結果一支払意志額

提示額 上段：拒否第1回 1 件数 1 

（円） 中段下：段実：質同的意反対

2 

500 0 

27 

1,000ロ7 

2,000に4 6 

5,000仁11 8 

10,000ト17 

20,000ト11 

注：賛同率の計算方法 (2,000円を例にとって）

賛同率は、 2,000円の寄付金への賛同率は

償同率）＝
14+6+1+8 •100 

7 +18+ 4 + 0+ 6+11+ 8 
=53.7% 

となる。

表—8 ：単純集計結果一支払賛同理由

支払
理由 件数

意 志

寄付に値するほどの社会的意義がある 18 

同意
寄付に値するほど自分や家族にメリットがある 43 
みんなが寄付をすることに意義を感じる 35 
その他 11 
寄付に値するほどの社会的意義がない 5 
寄付に値するほど自分や家族にメリットがない 6 
危険箇所に住んでいる住民のみが負担すればよい ， 
このような事業は国や自治体がこれまでに徴収し 78 

拒否
た税金の範囲内で実施すべきである

そもそもこうした事業そのものに意義がない 18 
事業の説明が理解できない 12 
関心がない 40 
その他 10 
理由は言いたくない 2 

無回答

合計

8-4．計測結果

8-4-l平均支払意志額の算定

賛否別 有効件数

61 
107 

一11 

20 

180 ／ 
8 

13 / /  

300 100 

図 6の賛同率曲線より、平均支払意志額は8,913

円と算定された
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賛同率曲線一本調査一

100.0% 

90.0% 

80.0% 

70.0% 

賛 60.0%

同 50訊

率 400%

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 
3.4% 

¥〇 ¥10,000 ¥20,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 

支払意志額

注）本調査では、有効回答数が少ないことなどによ

り、 5,000円に対する賛同率よりも、 10,000円に対す

る賛同率のほうが高い結果となった。

図ー6 ：賛同率曲線

8-4-2年平均支払意志額の算出

平均支払意志額は、現時点での評価であるため、

割引率 (4%）を用いて算出された平均支払意志額

である8,913円／年・世帯の現在価値化をおこない、

年平均支払意志額（現在価値）を求める。

n （平均支払意志額）

（年平均支払意志額（現在価値））＝ 苔 (1+r)i 

n 

ここでnは支払期間 (10年）、 rは社会的割引率

(4%)である。

この結果、年平均支払意志額（現在価値）は

7,518円／年・懺帯と算定された。

8-4-3便益の算定

求めた年平均支払意志額から、総支払意志額(=

便益）を算定した結果、約7億9千万円となった。

（総支払意志額）＝（年平均支払意志額（現在価値））x（世帯数）x（支払期間）

ここで、（対象）世帯数は10,556世帯で、支払期

間は両者とも 10年である。

(794,000,000円） ＝ （7,518円／年・世帯） X(10,556世帯） X(lO年）

8-5狩野川流域の土石流対策事業のCVMによる

便益計測

(l)支払意志額

8-4において算出した年平均支払意志額は安心感



向上効果7,518円／年・世帯であった。本調査以外

で求めた結果と比較すると、狩野川流域の支払意志

額は平均的な値であると言える。

(2)無効回答の存在

今回の調査においては、安心感向上効果の「（支

払意志額の設問の）理解が充分ではない」無効回答

の割合が非常に高かった。

特に「支払いに賛同しない」回答の理由を「このよう

な事業は国や自治体がこれまでに徴収した税金の範

囲内で実施すべきである」とした層が非常に多かった。

支払意志額は「事業の効果」に対する値付けを問

うものである。しかし「これまでに徴収した税金の

範囲内で実施すべき」という不賛同理由は、事業の

効果の有無や多寡を無視し（これまでアンケート対

象者が支払った税金なのか、それとも今回想定して

いる寄付金なのかという）支払い形式を問題として

不賛同という判断をしたとの回答である。このよう

な理由により、事業に対する評価が明確ではないた

め無効回答とする必要がある（こうした回答の根拠

は、①私の支払った税金の中から00円払ってもよ

い、②他人の支払った税金で払って欲しい（＝自分

は払わない：フリーライダー）のいずれかである）。

本調査において（他の調査と比較して）こうした

回答の割合が高かった要因が、上述の①に起因する

ものであるのか、②に起因するものであるのかは、

本アンケート結果のみからは判断出来ない。

ただし、本調査の対象地域では他の地域と比較し

ても砂防事業に対する関心が高く、従って事業の実

施・推進主体が（地域ではなく）国であるとの認識

が浸透していることによって、②「事業は必要であ

り、効果は享受したいが自分は払いたくない」とい

うフリーライダーが多く発生したのではないかと推

察することが可能である。

また地域社会として行事等に当たって寄付金を支

払うことがH常的におこなわれており、「寄付金」に対す

る拒否感が存在していることも、（寄付金という支払

い形式を採った）今回の設問に対して無効回答の割

合が高くなった要因の一つと考えることが出来る。

(3)有効回答数

今回の調査では (2) に示したような無効回答を

30％程度想定して、回収数を300件と設定した。し

かし、上述のように支払意志額の算定に用いること
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が出来ない無効回答が非常に高い割合で発生したた

めに、算定に用いた回答件数は安心感向上効果100

件、と少なくなってしまった。このため、提示額に

よって推定された賛同率の誤差範囲が異なっている

ことに留意する必要がある。技術的には、賛同率曲

線の面積積分値の推定誤差は、算定に用いた国答の

総件数に依存する部分が大きいことから、提示額に

よるばらつきは、推定上は大きな問題ではないが、

総件数を高める必要性は高い。

(4)今後の検討課題

CVM調在では寄付金以外にも①負担金、②募金等

の質問方法が考えられる。砂防事業のCVMによる便

益計測の原単位化、 CVMのマニュアル化を念頭に置

くならば、①、②等の質問方法による計測を実施し、最

適な質問方法を設定することが必要である。

また防災に対する知識の一層の普及に加え、それに

関連するアンケート調査などに対する住民の認識や

協力を高めていくことが、住民意識の正確な把握と

それに基づ<CVM調査の精度の向上のための重要

な課題といえる。

8-6．おわりに

今回砂防事業の便益を求める手法の一つとして

CVMを紹介した。しかしながらCVMについては砂

防事業の便益評価手法として定まったものであるわ

けではない。今回は各地でモデル的に検討した事例

の内の一つを紹介したに過ぎない。本文中でも述べ

たとおり、アンケートにおけるバイアスの問題等、

解決すべき課題は多く、その一般的な利用について

は、今後の調査事例の蓄積を待つ必要がある。

なお、 CVM調査においては「砂防事業費用便益

分析検討委員会」（委員長：京都大学大学院農学研

究科水山高久教授）の肥田野登委員（東京工業大学

大学院社会理工学科教授）のご指導を賜った。
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